
 

 

議   事   録 

会議の名称 平成27年度第３回 茨木市人権尊重のまちづくり審議会 

開催日時 平成27年12月17日（木） 午後５時～６時 

開催場所 茨木市役所南館８階 中会議室 

会長 今西 幸蔵 

出席者 

今西 幸蔵   熊本 理抄 

東  桂    岩本 賢三 

長田 佳久   古市 輝雄 

三木 昭    山田 ひろ美 

（８人） 

欠席者 
井上 紀子   佐藤 早智子 

柴原 浩嗣   田辺 圭 

主な議題 

(1) 茨木市立いのち・愛・ゆめセンターのあり方について 

(2) （仮称）第２次茨木市人権施策推進計画素案について 

(3) その他 

配布資料 

 

添付のとおり 

（順不同、敬称略）
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 １ 開会  

本日はご出席いただき感謝する。ただ今から、「第３回茨木市人権尊重のまち

づくり審議会」を開催させていただく。 

本日は過半数の出席があり、会議は成立している。 

なお、前回審議会説明のあったとおり、茨木市立いのち・愛・ゆめセンターの

あり方検討についてご審議いただくことになるため、新しく事務局員として参加

している者があるのでご紹介する。 

 

【事務局紹介】 

 

それでは、会議の進行を会長にお願いする。 

 

本日もご審議をよろしくお願いする。まず傍聴者についていかがか。 

 

２人の希望者がある。 

 

それでは入室していただくようお願いする。 

 

 【傍聴者入室】 

 

 ２ 議題［１］茨木市立いのち・愛・ゆめセンターのあり方について  

議題について事務局より説明をお願いする。 

 

前回審議会でお話しした通り、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター（以下「愛

センター」という。）のあり方について等、審議会での審議をお願いしたい。本

日は諮問書を用意しているため、まず諮問をさせていただきたい。 

 

それでは副市長から諮問をお願いする。 

 

【諮問書手交】 

 

楚和副市長は公務のためここで退席させていただく。 

 

【副市長退席】 

【諮問書の写しの配布】 
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会長 

 

 

 

委員 

 

会長 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

ただいま副市長から諮問をいただいた。諮問書の内容について事務局から説明

をお願いする。 

 

 【諮問の趣旨について説明】 

 

それでは、いただいた諮問の取り扱いについてお諮りしたい。当審議会では（仮

称）第２次茨木市人権施策推進計画を審議中であるが、愛センターのあり方検討

については、高い専門性が必要であると考える。そのため、当審議会規則第６条

の「専門に検討する部会」を設置し、集中的に審議すべきと考える。部会で行っ

た審議内容を審議会にご報告いただき、最終的には審議会全体での答申として決

定していきたいと考える。皆様いかがか。 

 

会長のご提案のとおりでよいと考える。 

 

それでは異論なしと認め、部会の設置を決定する。 

続いて部会の委員を決めなければならない。５人程度で構成してはどうかと考

えるが、人数、部会員の選任方法等についてご意見あるか。 

 

専門的な内容にかかわるため、会長にご指名いただくのがよいのではないか。 

 

それでは、専門に検討する部会ということで、会長が指名させていただいてよ

ろしいか。 

 

（異議なし） 

 

それでは私の方から指名をさせていただきたい。 

部会員は５人で構成し、熊本副会長、岩本委員、長田委員、柴原委員、三木委

員の５人に部会として審議をお願いしたいと考える。 

部会の議事運営については、本審議会が公開となっていることもあり、非公開

とすべき案件が発生した場合は非公開とするが、それがない限りは部会について

も公開としたい。また、会議録についても審議会と同様に、発言者の氏名は伏せ

て内容を公開としたいがよろしいか。 

 

 部会員の構成について、行政の審議会には当事者の参加が不可欠だと考えるが、

いま会長が指名された委員には当事者を代表する方が入っていないようである。

当事者の参画について、いまの５人以外の部会員の参画は検討されているのか。 

 

ご指摘のように行政の設置する審議会には、当然当事者の参画が基本であると
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考えている。本部会については、愛センターの建設の経緯を踏まえても、旧同和

地区住民の方に当事者として参画していただくことが適当と考えており、当事者

団体（部落解放同盟）にも委員としての参画を打診したところであるが、運動団

体が入ることでかえって批判を受けるかもしれないことの危惧により辞退され

た。ただ、当事者の意見が反映される検討方法を取ってほしいという声はあり、

そうできるような運営に努めたいと考えている。よろしくお願いしたい。 

 

人権にかかわらず、行政の施策の決定について当事者の意見を聞くのは世界的

に見ても当然のこととなっている。前回も副会長からご指摘いただいたことであ

るが、重要な問題であるため、当事者の意見の反映について事務局でも十分取り

組んでいただきたい。 

 それでは、部会員の５人の方には、よろしくお願いする。先ほど確認したとお

り、部会は原則公開とする。 

部会の運営について事務局より説明をお願いする。 

 

 本日の審議会に引き続き、第１回の部会を開催したい。 

なお、部会で検討した後、最終的には審議会でご審議をいただくことになるが、

それらのスケジュールについて説明したい。また、愛センターの概要について、

引き続きご説明したいのでよろしくお願いする。 

 

【資料確認】 

【スケジュール説明】 

 

 平成28年６月下旬に愛センターのあり方をふくめ、推進計画についても答申を

つくるということになるがよろしいか。 

 

 それでよいと考える。 

 

 それでは、推進計画についての答申も、愛センターのあり方検討と併せて平成

28年６月下旬に答申を行うこととする。 

 続いて、愛センターの概要についてご説明いただきたい。 

 

【愛センター概要説明】 

 

 よくまとまった説明をいただいた。何かご質問等あればお願いしたい。 

 戦前のセツルメントや戦後の同和対策の歴史を踏まえ、新しい時代への隣保館

のあり方として非常に重い課題である。本日は各愛センターの館長もご出席いた

だいているが、今後ともどうぞよろしくお願いする。 
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 それでは部会員の方については終了後に事務局から連絡があるということなの

でよろしくお願いする。 

 

 ２ 議題［２］（仮称）第２次茨木市人権施策推進計画素案について  

 

 続いて議題（２）について事務局から説明をお願いする。 

 

 【（仮称）第２次茨木市人権施策推進計画素案について説明】 

 

 計画素案については改めて持ち帰っていただき、ご確認いただきたい。ご意見

等があれば事務局までお伝えいただきたい。 

 それでは本日の会議はこれで終了する。 

 

 ２ 議題［３］その他  

 その他の案件について事務局より何かあるか。 

 

 次回は平成28年２月中旬ごろの開催を考えている。それまでに計画素案につい

ては庁内検討部会の開催も予定されているため、素案に大きな修正があれば次回

までの期間に改めて修正した素案をお送りすることもあるかと思う。よろしくお

願いする。 

 

 計画素案については少しスケジュールに余裕ができたので、皆様からご意見を

よろしくお願いする。 

 本年の審議会はこれで終了となるが、皆様の熱心なご審議、事務局のご尽力を

いただいた。今後ともどうぞよろしくお願いする。 

 

 これで審議会を終了とする。続いていのち・愛・ゆめセンターあり方検討部会

を午後６時10分から開催する。よろしくお願いする。 

 

 ３ 閉会  

 

 


